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就労部会の運営に関する規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２６年９月

２９日条例第１５号）第６条の規定に基づき城陽市障がい者自立支援協議会（以下「協

議会」という。）に設置する就労部会（以下「部会」という。）に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（担任する事務） 

第２条 部会が担任する事務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 障がい者の一般就労に向けた取り組みや、福祉就労、訓練の場を広げるため方策

を検討すること。 

（２） インターンシップ等の取り組みを通じ、一般就労に向けての検討と斡旋を行うこ

と。 

（３） インターンシップの協力企業をはじめとした地域の企業による状況及び情報を共

有し、連携を深めること。 

（４） 各事業所からの事例発表を共有し、課題解決にむけて検討すること。 

（５） その他部会長が必要と認めること。 

 

（構成員の資格） 

第３条 部会の構成員と認める者は、別表に掲げる事業所等に所属する者とする。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、構成員の互選により定める。 

３ 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。 

４ 部会には、副部会長を置くことができる。 

５ 副部会長は、構成員のうちから部会長が選任する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

７ 部会長及び副部会長の任期は１年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

再任をさまたげない。 

８ 構成員の任期は１年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。再任をさま

たげない。 

 

（部会の会議） 
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第５条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 部会の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 部会の会議の開催頻度は、年度に４回以上とする。 

 

（意見の聴取） 

第６条 部会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を部会の会議に出席させ、

その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 部会の庶務は、部会内において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が協議会

に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、平成２９年（２０１７年） ４月 １日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

構成員の資格 

就労移行支援事業所 

就労継続支援事業所 

生活介護事業所 

障害者就業・生活支援センター 

城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク 

一般企業 

支援学校 

障がい福祉主管課 

 

 


